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【会活動・ニュース】 

 

 

 

平成 28 年３月１３日(日)１４時～１６時１５分、

京都社会福祉会館３階第５会議室に於いて、『ゴー

スト肩こり撃退法』を演目に明治国際医療大学鍼灸

学部教授・大学院鍼灸学研究科教授の伊藤和憲先生

にご講演いただきました。 

 講演内容は、トリガーポイントの特徴から始まり、

関節痛パターンと症状の再現の違い、適応の痛みの

見極め方の説明まで一通り分かりやすく講義して

いただきました。その後、胸鎖乳突筋や後頭下筋群・斜角筋等々の個別トリガーポイントの

説明と其々に対するストレッチの実技をしていただき非常に充実し実り多い講演会でした。 

 当日の参加者総数は７４名（会員２３名・学生１名・その他５０名）でした。その中には、

愛知県からの５名をはじめ新聞・チラシを見て１８名、伊藤先生の教え子など多方面からも

大勢の方々にお越しいただきました。 

 【学術部】  

              

 

 

 

 

 

３月２３日（水）１３時から１６時、右京区役所５階

大会議室にて「第一回右京区サービスの集い」が開催さ

れました。 

朝田会長、森理事、木村先生の他、山田先生、長谷

川先生等右京区の先生方が参加されて、ケアマネジャ

ーさんや地域包括さんなど２１名にボランティアマッ

サージを行いました 

一般公開講座では森理事が「無免許の施術について」、

続いて木村先生が「普段の健康づくりについて」話されました。 

講話には続々と人々が来場され、すぐ定員の５０名以上になり椅子を２回増設しました。

皆さんの関心が高い事に喜びを感じました。 

右京区として初めてでしたが、一般の方にも専門職の方にも意義深い催しになったと思

います。また二回、三回と続いていく事を願って止みません。 

【報告：吉舎定良】 

府市民健康文化講演会を開催 
 

右京区サービスの集いに参加 
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被災地における精神保健活動を通じて 

 

 ３月１３日（日）京都社会福祉会館において鍼灸地域支援ネット主催、本会と鍼灸師会、京都視

覚障害者協会との協力のもとの講演会が開催されました。宮城県石巻市中心に現在も続いている活

動の紹介と被災者との関わりについて精神科医の原敬造先生にご講演頂きました。被災から５年が

経過し被災者の生活環境も変化、心のありようも変化している。心に残る風景も変わってしまった。

そんな中、心の問題も身体的問題も併せ

て出てくる。声かけの難しさ、少しずつ

会話ができるようになっていく過程。そ

して、ボランティアとしてできること、

行政に依拠しなければできないこと等問

題点を抽出し対応を考える「からだとこ

ころの相談所」を立ち上げ、「カラコロス

テーション」の愛称で精神保健活動を行

っていること。被災直後と時間が経過し

てのニーズは大きく変化すること。耳を

傾け身近に寄り添い情報を得る、このよ

うな機会と時間を優位に活用できる鍼灸

師やあマ指師に対する援助が求められていることが述べられました。 

冒頭会長の挨拶では、鍼灸マッサージ師会や鍼灸師会、京視協、支援ネットと合同し窓口を一本

化した災害本部設立に向けての取り組みが

開始されています。現在、京都府内６ブロ

ックに分けコーディネーター選出と養成の

ための準備がすすめられています。地域包

括ケアシステムの取り組みの推進と合わせ

大切な取り組みあること、現在、本会でも

候補を受付ていることと会員への協力の呼

びかけがありました。 

 

 

【 報告 事務局 】 

 

鍼灸師・あマ指師にできる 
苦しみへの寄り添い方を学ぶ 

NPO 法人鍼灸地域支援ネットと共同開催 
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 ３月２６日(土)１９時より、京都市呉竹文化センタ

ーに於いて、洛南ブロック総会を開催しました。 

参加者は(敬称略)北田・三科・松村・谷口・竹中・吉

舎・南・山部・福島・今里・福山・北川・本田・池田、

付添１名でした。 

【洛南ブロック長：北田義博】 

 

 

 

 

 

 

 ３月２７日(日)１３時より、東山区のお食事処

明日香に於いて朝田会長・北田副会長をはじめ

１０名が参集して、洛東ブロック総会を開催し

ました。平成２７年度洛東ブロック事業報告な

らびに平成２８年度事業活動計画を話し合いま

した。活動計画は例年通り、老人ホーム巡回施

術(６月・１０月)、府市民健康教室・街頭啓発活

動(８月)ふれあい山科まつり、(１１月２３日)で

す。詳細が決定しましたら、連絡させて頂きま

すのでご協力をお願いします。 

【洛東ブロック長：足刈辰雄】 

 

 

 

 

 ４月７日(木)１８時より、和泉屋旅館に於いて１

４名が参加して洛中ブロック総会を開催しました。

報告事項としては、１０月２９日府市民健康教室の

南老人センターでの開催。事業計画としては健康教

室を洛中ブロックの南区だけでなく上京区と中京

区でも開催してはどうかと意見が出てその方向で

考えます。 

【洛中ブロック長：吉川富雄】                                                                   

洛南・南京都ブロック総会終了しました 

 

 

 

洛東ブロック総会終了しました 

 

 

 

洛中ブロック総会終了しました 
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１．無免許対策協議 

３月１４日（月） 

場所 京都市役所 

出席者 市役所担当者３名 

森、山﨑 

議題 

（１）柔整マッサージ問題について 

（２）３団体（京視協、鍼灸師会、本会）について 

（３）無免許業者の業務調査について 

（４）その他 

２．指導要請 

（１）南保健センターへ１件 

要請内容 

はりきゅう整体院による違法広告。違法業務の疑い。 

３．啓発活動 

３月２３日（水）右京区サービスの集い 

  当業界関連、無免許関連の講演  講演者 森 

４．全国医制関係主管課長会議（２８年２月２６日）において 

  無資格者による健康被害が問題視されたことで、その対策についての内容が追加になっ

ています。 

  消費者は有資格者と無資格者を見分けることが困難との指摘があり、その無免許対策と

して以下の内容が記載されている。 

  ＜無資格者対策＞ 

① 有資格者の施術所外に厚生労働大臣免許を有する者である旨を広告・掲示する。 

② 施術所内に免許証又は免許証の内容等を記載した書面を掲示する。 

③ 患者が国家資格者による施術と認識できるよう、施術者本人が厚生労働大臣免許保

有証を着用する。 

③ については平成２８年３月に公益財団法人東洋療法試験研修財団において厚生労

働大臣免許保有証を発行することを予定している。今後、施術を受ける方が有資

格者と無資格者を判別できるよう、③の実施に合わせて、国民向けのリーフレッ

ト等を作成し周知を行うこととしており、その際は、各都道府県においても周知

等のご協力をお願いする予定である。 

  

  また、広告についても、無免許者、又、柔整師による違法広告が問題視され、情報提供、

及び、それについて必要な措置を求める内容等も記載がありました。 

◇◇◇ 法 制 だ よ り ◇◇◇ 
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本会においても、この厚生労働大臣免許保有証について、京都府、京都市と協議し、無

免許者対策として活用していく予定ですので、現在、まだ申請されていない会員様は次年

度に申請をお願いします。 

 

◇◇◇  会員の皆様へのお願い   ◇◇◇ 

＝  本会法制部へ情報提供をお願いします ＝ 

 

無免許業者によるビラやチラシ等の案内、看板、施術等の情報提供をお願いいたします。 

連絡先：本会事務所 TEL 075-803-6078  FAX 075-821-2390 

【法制部 山﨑宣彦】 

【お知らせ・参加、協力者募集】 

厚生労働省ホームページに公開 ３月２９日厚生労働省より発表 

「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と 
無資格者との判別について」 

 

【あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と 

無資格者との判別のためのリーフレットなどについて】 

手技による医業類似行為に関し、あん摩マッサージ指圧師、

はり師、きゅう師の国家資格を有しない者による施術を受けた

者からの健康被害相談が報告されており、その要因の一つとし

て施術を受ける際にあはき師の有資格者と無資格者の判別が

困難であることが指摘されています。このため、あはき師免許

保有の有無を見分けることに役立つリーフレットが作成され

ました。厚労省のホームページに公開されていますのでお知ら

せします。 

【厚生労働大臣免許保有証とは】 

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証」

をお持ちの方が、免許を保有していることを示すため

の携帯用カードです（被施術者が国家資格者による施

術と認識できるように施術者の保有免許を示すカード

となります） 

◎施術者が国家資格を持っているかの確認のポイント  

施術所の外で確認できるもの   

(１)施術所の看板等に国家資格を有する者であること 

の記載がある施術所の中で確認できるもの   
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(２)施術所内に①保健所に届け出た施術所であることの記載、②免許証又は免許証の 内容

(資格、氏名、施術者登録番号(又は免許登録番号）を記載した書面の掲示がある 

(３)施術者がネームプレート（厚生労働大臣免許保有証）を着用している  

   ※(２)につきましては、各地域で様式が異なることがあります。 

 

【平成２８年度厚生労働大臣免許保有証の受付日程（予定）について】  

 ○対象職種 ： あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師  

 ○受  付 ： 平成２８年７月１日（金）～８月３１日（水）  

 

 

 

公益社団法人京都府鍼灸マッサージ師会 

平成２８年度定時総会のお知らせ 
 ５月２２日（日）１０時より京都社会福祉会館第５会議室にて 

   公益社団法人京都府鍼灸マッサージ師会定時総会成功のために、会員の皆様の 

ご出席をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

■ このたび 4 月１日より師会ホームページが新しくなりました。 

パソコン、スマホ、タブレットなどでご覧いただけるよう新しく生まれ変わりました。 

そのほか会員の皆様に便利な機能も用意しました。 

師会 URL と事務所のメールアドレスも変更となりますので、ブックマークとともにお

書換えください。 

新アドレス   http://ksmk.jp   新メールアドレス office@ksmk.jp 

ご意見や、不具合などお気づきの箇所がございましたら広報部 IT 担当(中山)までご連絡

いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

■ 会員情報、交流、意見交換の場としての「会員掲示板」                          

会員の奮闘記でも、治療に関する疑問や悩み、有効事例、症例検討、制度問題など何で

も結構です。会員の節度ある掲示板を展開しましょう。投稿募集中。          

 【 広報部 】 

申請手続きが未だの方は７月から受付が始まります。問い合わせは事務所まで 

広報部からのお知らせとお願い 

 

 

 

 
 

 

http://ksmk.jp/
mailto:office@ksmk.jp
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3月分保険取扱実績

は は

マ マ

は は

マ マ

は は

マ マ

は は

マ マ

は は

マ マ

は は

マ マ

は は

マ マ

は は

マ マ

は は

マ マ

は は

マ マ

11

国組 23

組保

14 20,716

障･母

合計 61,955,9393,429 55,610,019

後高 1,779
233

42,698,574 38,850,558
3,011,856

1,546 35,838,702

853
56

5,093,762 4,366,163
183,443

795 4,181,560

老人 43
29

46,174 39,505

入金返戻処理金額

53,440
0

53,440

入金決定額

2,094,343 1,775,585
325,066

244,440

286,695 252,243
53,900

198,343

518,288 387,167

18,789

1,450,519

1,174,150 1,055,775
24,640

1,031,135

267,380 174,722

区分

労災 3

入金返戻処理件数

0

3

社保 129
55

74

生保 40
2

38

共済

32
49,427

21 337,740

国保 506
155

9,532,133 8,654,861
1,221,982

355 7,432,879

21
12 101,171

9 73,551

11

12

 

3月高齢者あ・は・き施術費助成金取扱実績

合　計 34 0 157 24 215 215,000

宇治市 19 0 10 6 35 35,000

精華町 0 0 2 0 2 2,000

久御山町 11 0 6 5 22 22,000

142,000

京田辺市 0 0 14 0 14 14,000

城陽市 4 0 125 13 142

行政名
はり 灸 は・き マ 計

件数
受領額

 

 

 

【 療養費支給申請支援事業 保険部 】 
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頭痛２ 

元学術部長  大町 賢 

５ 診察 

Ａ 問診 

 発症の時期、頭痛の部位、痛みの性質などを訊くことが重要である。 

 １．発症の時期 

（１）頭痛はいつから始まったか 

突発性の激しい頭痛ではくも膜下出血、三叉神経痛、緑内障などを疑う。発熱を伴う強 

い頭痛では髄膜炎などを疑う。以前からある慢性の頭痛は、他に身体症状がなければ、 

片頭痛、緊張性頭痛、心因性頭痛を疑う。 

（２）痛みの変化 

 初期には間歇的で数分ないし１時間ぐらいで治っていた頭痛が、次第に持続性になって 

きた場合は脳腫瘍を疑う。 

（３）発作性か持続性か 

 数時間から数日間持続する発作性のものでは片頭痛を疑う。数週から数ヶ月持続するも 

のでは緊張性頭痛を疑う。数年に渡って持続し、年中同じようなものでは心因性頭痛を 

疑う。 

（４）１日のうちの痛む時間帯 

 朝、頭痛によって目が覚める場合や、目が覚めてから暫く頭が重い場合は二日酔による 

頭痛を疑う。高齢者で、動脈硬化症を伴う高血圧症や頸部脊椎症でも頭痛によって目が 

覚めることがある。また、脳腫瘍の初期にも朝、頭痛を訴えることがある。その他、早 

朝、頭痛を起こすものには、癲癇発作、副鼻腔炎、肺気腫などによる換気低下、仕事や 

学校がいやなための偽病あるいは心因性頭痛などがある。職場で午後に起こる頭痛で、 

夕方に強くなる場合は緊張性頭痛、眼精疲労などを疑う。 

 夜間に起こる頭痛には群発頭痛、テレビ、読書による眼精疲労、脳腫瘍、梅毒などに 

よるものがある。 

 ２．部位  

（１）頭全体に感じる頭痛 

 全般的な激しい頭痛ではクモ膜下出血、髄膜炎、発熱、一酸化炭素中毒、アルコール 

中毒などを疑う。 

（２）限局する頭痛 

 一側性で、発作性の場合は片頭痛を疑う。一側の側頭部に限局する頭痛では耳疾患を 

疑う。また、高齢者では側頭動脈炎の可能性もある。前頭部痛では副鼻腔炎、緑内障、 

虹彩炎、歯痛、三叉神経痛などを疑う。後頭部痛では緊張性頭痛、動脈硬化症、頸椎障

害、後頭神経痛などを疑う。 

 学 術 コ ー ナ ー  
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 三叉神経痛は発作性に起こり、その支配神経の領域に激痛を起こす。 

 脳腫瘍の場所と頭痛の部位とはあまり関係がないが、大脳の病巣は前頭部に、後頭蓋窩 

のものは後頭部に痛みを感じることが多い。 

 頭の天辺がハンマーでたたかれるように痛いのは心因性である。 

 ３．痛みの性質 

 拍動性の痛みは片頭痛等、血管性頭痛に見られる。 

 激しい頭痛は片頭痛、クモ膜下出血、髄膜炎、三叉神経痛、緑内障などにみられる。 

ことに今まで経験したことのない程度の激しいもので、嘔気や嘔吐を伴い、２４時間以

上持続するのはクモ膜下出血である。 

 中等度の頭痛は頭蓋内腫瘍の特徴である。 

 圧迫されるような、物をかぶったような、締め付けられるような感じは緊張性頭痛であ

る。 

 ４．増悪および寛解因子 

 頭痛は体位や動作、感情などに影響される。そういう増悪因子の有無が診断の助けにな

ることがある。 

 脳腫瘍など脳圧亢進で起こる頭痛は、仰臥位で増悪し、立位で寛解する。また、咳、 

くしゃみ、運動、力み、体をかがめるなどでも頭痛がひどくなる。副鼻腔炎のときにも

前にかがむとひどくなる。 

 腰椎穿刺後の頭痛では、脳圧の下降のため、頭を挙上すると頭痛が起こる。 

 心因性頭痛、緊張性頭痛は感情的なトラブルで増悪する。アスピリンのような鎮痛剤が

有効かも訊く。 

 どのような薬も利かないというときには心因性頭痛を考える。アルコールでひどい夜間

頭痛が誘発されるときには群発性頭痛を疑う。 

 ５．随伴症状 

 片頭痛では頭痛の起こる前に一側の目がちらちらする。視野狭窄、視力障害、口唇や舌、

手のしびれなどの感覚異常が起こる。 

 暗点は脳動脈奇形やその破壊によるくも膜下出血のときにも起こる。クモ膜下出血、脳

出血では、頭痛が先行し、意識障害や運動麻痺がこれに引き続く。余り嘔気がないのに

嘔吐が起こるのは頭蓋内圧亢進（脳腫瘍、慢性硬膜下出血）を考える。 

 ６．家族歴・既往歴 

 片頭痛は家族性に起こりやすいので、その点のチェックを行う。また、社会歴も大切で

あり、入学、就職、結婚などで増悪する。 

 頭部外傷の既往歴をチェックする。外傷後１～４ヶ月経過して徐々に始まる頭痛は慢性

硬膜下血腫を考える。癌やその有無も大切である。癌転移による頭痛を疑うこともでき

る。高血圧があればよく緊張性頭痛を伴う。 

 梅毒罹患の有無、耳鼻科、眼科的異常の有無、嗜好品、常用薬、不眠、便秘、テレビの

見すぎ、家族や職場での人間関係、性生活、月経との関係などについても訊く必要があ

る。 
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【 会員掲示板 】  

 

 

 

ネパール カリコラ村 ボランティア鍼灸マッサージに参加して  

田中美香 

1.  ネパール人の身体 

ここでの治療は毎日老人を中心に治療している私の知る日本人の対極にあるような身体

に対するものになりました。日本では運動不足による成人病や腰痛、肩こりや老化による筋

力低下が問題であり、どのような運動を取り入れれば健康を保つことができるのかが大きな

問題になっています。しかしここでは斜面の上り下りのよる関節の負担、重い荷物のかつぎ

すぎによる脊柱の変形がその原因の大きな部分をしめていました。 

たとえば同じ変形性膝関節症でも日本人に多いＯ脚に変形している人を見ることはほと

んどなくⅩ脚に変形している方ばかりでした。特に外踝が外側に大きく凸に変形していて斜

面の上り下りに一番踏ん張りやすい形に変形しているのだと考えました。またこの暮らしで

鍛えられた筋肉は 70 代の方であっても日本の 20 代くらいの引き締まった下肢筋で、また

足底は例外なく日本人の私のそれよりも倍ほどの厚みでとても柔らかで柔軟でした。 

 また様々な症状を訴えて来られ、また診てみればなるほど腫れているとか動きに明らかな

麻痺を感じるといった状況にありながらほとんどの人が健常な状態とほぼ同じように歩き、

手足をつかえていたのです。世界中のリハビリテーション医学で脳梗塞の麻痺の治療に多く

の人が様々な方法論でアプローチをしている現状とは無関係に、ここでは使いにくいと言い

ながらほとんどのことが自立で行えていてしかも動きも大変スムーズに見えるのです。段差

と坂道なしで暮らすことが不可能な暮らしの中で麻痺は最高の回復をしていくのではない

かと思いました。 

 最初は自動車のない暮らしで鍛えられる身体の違いに驚きを隠せませんでしたが、よくよ

く考えると日本だってほんの100年前までは似たような暮らしを営んできたのだと考える

ようになりました。今のネパールの人たちは日本人と比べようもなく筋肉質で５０㎏の荷物

を担いで７０㎞も離れた隣の町まで 3,000ｍの峠を越えて歩くことができます。私が同じ

ことをできるとはとても考えられません。しかし昔の日本人はきっとできたのではないかと

思うのです。東海道を飛脚が走り、誰だって歩いて旅をしたのですから。 

そう考えるとネパールの人たちの身体は私たち日本人がこれから生きていく大きなヒン

トをくれたように思います。ネパール人と日本人を同じように考えることはできないと思い

ます。それは生まれてからの筋肉量・使い方すべてが違いすぎるからです。けれどバリアフ

リーと対極にあるような生活環境の中で他の選択肢はなく暮らしていくことが麻痺への最

高のリハビリテーションになるのだという発見はこれからの私の患者様へのかかわりに大

きな変化をもたらしてくれたように思います。 

カリコラ治療旅日記Ⅲ 
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2. ボランティアということ 

私たちが訪れたところはエベレスト街道にあり、初めてエベレストに登頂したヒラリーさ

んがシェルパとの約束でお礼に数多くの学校や病院を建てたところでした。そのようなつな

がりがあるのかカリコラ村の診療所にはニュージーランドやフランスからのボランティア

も少なくない数の人たちが訪れているようでした。 

日常的でないかかわりのボランティアに何ができるのかという疑問に答えるには私の経

験は少なすぎて何も言うことは出来ませんが、トレッキングや観光では決して知ることので

きなかっただろうネパールの人たちの暮らしに触れることができ、身体を知ることができた

ことは私にとっては本当に幸せで楽しい時間になりました。 

 私の施術がどれほどの治療効果を出すことができたかどうかは残念ながら 1 年後の皆さ

んの反応を知るまではわかりません。 

 しかしながらフリさんが言うには、カリコラに鍼灸というものを知らしめたのは辻村先生

が初めてで、カリコラの人たちにマッサージをしたのも私が初めてだと思うと言ってくださ

いました。慣れないマッサージ治療にこそばゆくて困っていた人もいらっしゃいましたが、

短い時間の中でここもあそこもと要求して下さった方も数多くいらっしゃいました。またあ

る女性は施術後にハグしてキスして下さって本当にうれしくて思わず涙ぐんでしまいまし

た。 

 私にとっての今回のボランティアは何かを施すということよりも日本で日々与えてもら

えている経験を遠く離れた文化も民族も環境も違うところで生かすことができたというこ

とが何よりありがたく素晴らしい経験となりました。そしてこれが私の一方的な喜びではな

くカリコラの人たちの身体を少しでも楽にする力になれていたらと願っています。 

 また私のこの経験を日本に住む人たちに伝えていくことでネパールという国や暮らしを

一人でも一人でも多くの方に知っていただくことが草の根の国際交流になればうれしいと

思います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

在宅医療マッサージ 

  現在、治療院をされている方でマッサージ師を募集しています。 

 

☆ 即戦力を求めています 

☆ 外療患者を紹介します 

☆ 給与は面談の上 

 

鍼灸マッサージ治療院 せきや 

京都市南区吉祥院西浦町 100－１ 

TEL075-204-7149 携帯 090－4641－5676 

院長 関谷
せ き や

 一史
かずちか
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【予 定 表】 

平成２８年      ５月  平成２８年      ６月 

１ 日   １ 水  

２ 月 保険請求〆切  ２ 木 執行部会 

３ 火   ３ 金 保険請求〆切 

４ 水   ４ 土  

５ 木 執行部会  ５ 日  

６ 金   ６ 月  

７ 土   ７ 火   

８ 日 保険審査会  ８ 水  

９ 月   ９ 木 保険審査会 

１０ 火 広報原稿〆切  １０ 金 広報原稿〆切 

１１ 水   １１ 土  

１２ 木 定例理事会 広報編集会議  １２ 日 定例理事会 広報編集会議 

１３ 金   １３ 月  

１４ 土   １４ 火  

１５ 日   １５ 水  

１６ 月   １６ 木  

１７ 火   １７ 金  

１８ 水   １８ 土  

１９ 木   １９ 日 生涯教育研修会・保険部研修会 

２０ 金   ２０ 月  

２１ 土   ２１ 火  

２２ 日 定時総会  ２２ 水  

２３ 月   ２３ 木  

２４ 火   ２４ 金  

２５ 水   ２５ 土  

２６ 木   ２６ 日  

２７ 金   ２７ 月  

２８ 土   ２８ 火  

２９ 日 全鍼師会定期代議員総会  ２９ 水  

３０ 月 日本鍼灸ﾏｯｻｰｼﾞ協同組合総代会  ３０ 木  

３１ 火      

※ 予定は変更になる場合がありますので、ご了承下さい。 
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【編集後記】          

 新年度も始まり、５月２２日(日)には公益社団法人として最も重要な定時会員総会が開催

されます。ひとりひとりの会員が意見を出し合い、本会を発展させる良い機会です。是非と

も多くの会員の出席を頂き、語り合いたいものです。 

 

                            ・・・トキちゃん日記 

                          

  公益社団法人 京都府鍼灸マッサージ師会   

  〒602-8155 京都市上京区千本通り二条下る東入主税町 1031 番 3  

   京都府鍼灸マッサージ師会会館  

   電 話 ０７５－８０３－６０７８   

   F A X ０７５－８２１－２３９０   

  E - m a i l office@ksmk.jp   

  ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ http://ksmk.jp   

   郵 便 振 替 ０１０９０－５－３３１   

   発 行 責 任 者  朝 田  聖 二   

   編 集 責 任 者  西 島 登 貴 子   

 

＊３月師会活動のあゆみ＊ 

８日 保険審査会 

８日 ﾂｰﾃﾞｰｳｫｰｸ大会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

１０日 仏眼鍼灸理療専門学校保険説明会 

１３日 府市民健康文化講演会 

１３日 近連臨時理事会 

１７日 執行部会 

１７日 広報編集会議 

２０日 保険部研修会 

２３日 右京区サービスの集い 

２４日 理事会 

２６日 洛南・南京都ブロック総会 

２６日 三団体協議会 

２７日 洛東ブロック総会 

３１日 執行部会 

＊４月師会活動のあゆみ＊ 

２日 洛北ブロック総会 

７日 保険審査会 

７日 洛中ブロック総会 

９日 広報編集会議 

１６日 監査会 

１７日 組織強化委員会 

２７日 理事会 

２４日 近連理事会 

２４日 近連ブロック大会 
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